
規 則

�愛媛県規則第４６号
愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年１１月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料に関する規則（昭和３０年愛媛県規則第４２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

改 正 後 改 正 前

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県

条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、愛媛

県産業技術研究所の使用料及び手数料の額を次のとおり定める。

使 用 料

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県

条例第２６号。以下「条例」という。）第３条の規定に基づき、愛媛

県産業技術研究所の使用料及び手数料の額を次のとおり定める。

使 用 料

区分 種別 細 別 単位 金額 備考 区分 種別 細 別 単位 金額 備考

技術

開発

関係

機械金属

用機器

１～４５ 省略 技術

開発

関係

機械金属

用機器

１～４５ 省略

４６ 精密切断機 １時間 １，０５０円

省略 省略

省略 省略

紙産

業関

係

省略 紙産

業関

係

省略

化学試験

用機器

１～３６ 省略 化学試験

用機器

１～３６ 省略

３７ 顕微レーザーラ

マン分光分析装置

１時間 ７３０円

毎週（火・金）曜日発行 第２５１８号 平成２５年１１月１日
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�愛媛県告示第１１８６号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条及び第１１８条の

規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官候

補生の募集期間を次のとおり告示する。

平成２５年１１月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 男子（平成２５年度３・４月採用分（追加募集））

平成２５年１１月１５日（金）から

１２月２日（月）まで

�������
�愛媛県告示第１１８８号
建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第９条第１項の規定により、

次のとおり建築士の免許を取り消した。

平成２５年１１月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１１８７号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成２５年１１月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１８９号
次のとおり落札者を決定した。

平成２５年１１月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１１月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

省略 省略

注 省略

手 数 料 省略

注 省略

手 数 料 省略

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）
平成２５年１２月７日（土）

松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

（男子）
平成２５年１２月８日（日）

免許の
取 消
年月日

免許の取消しを受けた建築士 免 許 の
取消しの
理 由氏 名 二級建築士又は

木造建築士の別 登録番号

平成２５年
８月２８日 越 智 進 二級建築士 愛媛県知事登録

第３４４７号 死亡による

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

高電圧試験実習装置 ３式
愛媛県出納局会計
課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２５年１０月１６日
株式会社日進機械松山
支店
愛媛県松山市余戸南三
丁目６番２７号

３５，３８５，０００円 一般競争入札 平成２５年８月３０日

愛 媛 県 報平成２５年１１月１日 第２５１８号
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�愛媛県告示第１１９１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

夫婦山土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成２５年１１月１日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

就 任

退 任

�愛媛県告示第１１９２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年１１月１日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１１９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１１月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１１月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 市 峰 雄 松山市菅沢町甲３１３番地

〃 山 本 征 寿 松山市下伊台町１０１８番地

〃 上 田 吉 一 松山市上伊台町１５５番地

〃 三 好 英 樹 松山市客甲１５３番地

〃 河 内 誠 一 松山市客甲２３１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 市 峰 雄 松山市菅沢町甲３１３番地

〃 山 本 征 寿 松山市下伊台町１０１８番地

〃 上 田 吉 一 松山市上伊台町１５５番地

〃 三 好 英 樹 松山市客甲１５３番地

〃 河 内 誠 一 松山市客甲２３１番地

監 事 野 本 仁 松山市菅沢町甲３０７番地

〃 西 崎 伸 承 松山市上伊台町７４４番地１

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中久土第８３０号

平成２５年１０月２３日
上浮穴郡久万高原町菅生２番耕地１８８０番１

上浮穴郡久万高原町久万２１２番地

久万高原町長 � 野 宗 城

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線
新居浜市中筋町一丁目２７９９番４から

同市角野新田町三丁目２８２２番４まで

旧Ａ ９．５～３４．０ ０．２４５
左記Ａ及
びＢは、
関係図面
に表示す
る敷地の
区分をい
う。

新ＡＢ
９．５～４４．９
１０．０～４９．２

０．２４５
０．１８５

監 事 野 本 仁 松山市菅沢町甲３０７番地

〃 西 崎 伸 承 松山市上伊台町７４４番地１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ４４１号
大洲市北只４２３番２から

同市北只５７１番２まで

旧 １５．２～２０．３ ０．０１３

新 １４．０～２０．３ ０．０１３

愛 媛 県 報平成２５年１１月１日 第２５１８号
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�公 告

争議行為の通知の公表について

えひめメディコープ労働組合執行委員長永井正志から次のとおり

争議行為を行う旨の通知が平成２５年１０月２５日あったので公表する。

平成２５年１１月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 賃金引き上げその他に関する事項

２ 日時 平成２５年１１月８日午前０時以降、解決に至るまで

３ 場所 株式会社えひめメディコープ あったか拓南

松山市中村３丁目１－１

４ 概要 前記記載の場所において、同盟罷業、怠業、時間外労働

拒否、宿直拒否、夜勤拒否及び全ての行為を複合的に実施

する。

�������
�公 告

採石業務管理者試験の合格者の発表について

平成２５年１０月１１日に実施した採石業務管理者試験の合格者は、次

のとおりである。

平成２５年１１月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１１月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年１１月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川小田線
喜多郡内子町上川４１４０番４から

同町上川４１３９番３まで
平成２５年１１月１日

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

４ ５ ９ １０

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年１０月２２日 特定非営利活動法人 アイコン 西 尾 敏 弘 松山市東垣生町９８７番４ この法人は、障害者・障害児を対象として、地
域社会との連帯活動を推進しながら、障害者・
障害児の創造的活動、生産活動の機会を提供及
び障害者総合支援法並びに児童福祉法にもとづ
いた事業を行い、障害者・障害児の自立と共生
の環境作りを目指し、公益に寄与することを目
的とする。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田柳谷線
喜多郡内子町本川３７４１番２から

同町本川４２７１番２まで

旧 ７．８～１４．０ ０．０７３

新 ８．５～２７．４ ０．０７３

平成２５年１１月１日 発行

愛 媛 県 報平成２５年１１月１日 第２５１８号
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